
 

 

 

                                ２０２６年 ５月 吉日 

コンプライアンスについて 

                             静岡県ソフトバレーボール連盟 

                                会 長  井嶋 義文 

                                理事長  塚本 光浩 

 

日頃より、静岡県ソフトバレーボール連盟の活動にご参加いただき御礼申し上げます。 

昨今、大企業や学校に限らず、一般社会においても、コンプライアンスに対する意識が高く 

なってきています。 

色々なコンプライアンスがありますが、スポーツをする上でも、スポーツマンシップと並んで 

コンプライアンスの順守は必要不可欠です。 

静岡県ソフトバレーボール連盟としても、ソフトバレーに関わる全員の意識の向上とコンプライ

アンスに対する共通の認識を持てるように、２０２７年度にコンプライアンス委員会の設置を 

目標に皆さんと考えていきたいと思います。 

 

令和８年度(2026 年度)  暫定コンプライアンス委員会の設置 

         会長を委員長とし、理事長、各支部長(東中西)の計５名 

         連盟規約に、コンプライアンス規程を定める為の案作成 

 
令和 9 年度(2027 年度)  正式にコンプライアンス委員会の設置 

         委員長を立てて、委員会を設置する。 

         連盟規約に、コンプライアンス規程を定める 

 

上記の様に、来年度からコンプライアンス規程を定める為の準備段階として 

「コンプライアンスを順守する」とはどういうことなのかを、ご理解して頂きたく配布します。 

尚、静岡連盟 HPにもコンプライアンスコンテンツを掲載したので、ご覧ください。 

 

http://shizuoka.ssvf.mbsrv.jp/  

 

 

http://shizuoka.ssvf.mbsrv.jp/


 

 

コンプライアンス規程(案) 

 

 

第１章 総則 

(目 的) 

第1条 本規程は、静岡県ソフトバレーボール連盟(以下「県連盟」という。)における コンプライアン

スに関する意識の向上を図るとともに、コンプライアンスを円滑 かつ効果的に実施するための

基本方針、組織体制及び運営方法等を定め、県連盟に対する社会的信頼を確保することを目的と

する。 

 

(定 義) 

第２条   本規程における用語の定義は次のとおりとする。 

(1) 「法令等」とは、日本国法令、県連盟の規約、諸規程類及び当該加盟団体規約、規程類 

それらに付随する諸規則並びに社会規範、倫理規範等をいう。 

(2) 「コンプライアンス」とは、法令等の遵守をいう。 

 

(基本方針) 

第３条   県連盟は、静岡県におけるソフトバレーボールを統括し代表する団体としてコンプライアンスを

最優先課題の一つとして認識し、ソフトバレーボールの健全な 普及•振興を図り、業務推進及び 

競技運営にあたるものとする。 

(適用範囲) 

第４条   本規程の適用範囲者は、以下に定める者とする。該当者は、本規程に定める事項ゆを遵守する 

とともに、本規程に基づき、別に定める個別の規程等に従うものとする。 

(1) 県連盟の顧問、会長、副会長、理事、監事、等の役職者 

(2) 県連盟の委員会委員等 

(3) 県連盟の加盟チーム、評議員 

(4) 県連盟に登録されたマスターリーダー・アクティブリーダー・ソフトリーダー等資格保持者 

(5) 県連盟に登録した個人または団体 

(6) 県連盟の主催する行事に従事する者 

第２章 責務 

 

(行動規範) 

第５条   県連盟役員、登録者及び関係者は、第 3条の基本方針を踏まえスポーツパーソン、スポーツ関係

者としての品位と名誉を重んじ、フェアプレー精神に基づいて他の規範となるよう行動し 

ソフトバレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。 

 

 



 

 

 

(禁止事項) 

第６条   県連盟役員、登録者及び関係者は、次に掲げる行為(以下「法令等違反行為」という)を禁止する。 

(1) 自ら法令等に違反する行為 

(2) 他の関係者に対して、法令等に違反する行為を指示・教唆する行為 

(3) 他の関係者の法令等に違反する行為を黙認する行為 

(4) 上記(1)-(3)の管理監督を怠る行為 

(5)  暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ジェン ダー(差別) 

 暴言等、その他「人権尊重の精神」に反する言動 

(6) 競技のために禁止物質(薬物)を使用または使用させること 

(7) 登録者の勧誘、入部、移籍に関し、登録者に強要すること、または当該関係者間で社会通念上 

良識を超える金品を授受すること 

(8)  競技における不正行為を期待して、役員、相手チーム関係者等の間で金品を授受すること 

(9)  不正な会計処理を行うこと 

(10)  暴力団など反社会的勢力の構成員となること、反社会的勢力から金品、便宜もてなしを受ける 

こと、また、反社会的勢力との間で車及び金銭の貸借など取引を行うこと 

(11)  未成年者による飲酒、喫煙、麻薬など法令によって禁止されている薬物の譲受、譲渡、所持 

または使用、本人の同意なく、個人報を目的外に使用し、また第三者に開示する行為、  

並びに県連盟において機密とされる情報を県連盟の許可なく開示、漏洩及び使用する行為 

(12) 県連盟の経費取扱いに反する行為 

(13) その他、著しくスポーツマンシップに反する行為 

 

(相 談) 

第７条  県連盟役員、登録者及び関係者は、自らの行動や意志決定が法令等違反行為に該当するか判断に   

迷うときは、あらかじめコンプライアンス委員会に相談しなくてはならない。 

２  県連盟役員、登録者及び関係者は、相談した事案について、法令等違反行為に該当する若しくは 

該当する恐れがあると回答されたときは、その事案を実行してはならない。 

 

第３章 組織体制 

 

(コンプライアンス委員会) 

第８条  県連盟は、コンプライアンス委員会を置く。 

     ２ 委員会は、コンプライアンスを有効に機能させるために、次に 掲げる事項を行う。 

(1) コンプライアンスに関する方針、体制、関連規程等の事項 

(2) コンプライアンスに関わる解決すべき課題の発生に対応する事項 

(3) コンプライアンスについての啓発に関する事項 

(4) コンプライアンスについての対応状況、点検に関する事項 

(5) その他、コンプライアンスについての必要事項 

(組 織) 

第９条  コンプライアンス委員会は、担当理事を含む 5名以内の委員で構成し、理事会で選任する。 



 

 

必要に応じて参考人として外部識者の参加、理事会 の承認による第三者委員会の立ち上げを求める事ができる。 

２ コンプライアンス委員会の委員長は、理事会で選任する。委員長が不在または事故あるときは、 

コンプライアンス委員から互選し、理事会で選任する。 

 

(会 議) 

第１０条  コンプライアンス委員会は、委員長の招集により開催する。 

第１１条  コンプライアンス委員会は、委員の過半数の出席で成立しその決議は出席委員の過半数で決する。 

 

(研修会) 

第１２条  県連盟は、次に掲げる目的のため、必要に応じて研修会を開催する。 

(1) コンプライアンスへの関心を高め理解を促す 

(2) コンプライアンスに関しての正しい知識を付与する 

(3) コンプライアンスの実践について動機づけをはかる 

 

第４章  法令等違反発生時の対応 

 

(通 報) 

第１３条  県連盟関係者は、県連盟関係者の第６条法令等違反行為及びその疑いがある行為を知ったときは 

直ちに通報窓口からコンプライアンス委員会に通報しなくてはならない。 

２ コンプライアンスに関わる通報方法をコンプライアンス委員会は、決定・周知する。 

(調 査) 

第１４条  コンプライアンス委員会は、県連盟関係者等から前条の法令等違反通報があったとき及び自ら 

法令等違反の疑いのある行為を認識したときは、直ちに事実関係を調査しなくてはならない。 

２ 調査にあたっては、通報者に迷惑が及ばないよう十分配慮しなければならない。 

(調査協力) 

第１５条  前条の調査にあたり、協力を求められた場合、県連盟関係者は協力しなければならない。 

２ コンプライアンス委員会は、前条の調査にあたり、県連盟関係者への記録媒体等の資料開示を 

求めることができ、開示を求められた者は開示に応じなければならない。 

 

(理事会•監事への報告) 

第１６条  コンプライアンス委員会は、調査の結果、法令等違反行為が確認されたときは、次の事項を直ち 

    に理事会及び監事に報告しなければならない。また、必要と認めた場合は理事会の開催を要求できる。 

(1) 法令等違反行為の具体的内容(年月日・背景•事情) 

(2) 法令等違反行為を行った者の氏名・所属または団体名 

(3) その他法令等違反に関すること 

 

 



 

 

 

(再発防止策) 

第１７条  県連盟は、法令等違反行為が確認されたときはその原因を究明し、是正措置をとるとともに 

再発防止策を講じなくてはならない。 

 

(報復行為の禁止) 

第１８条  県連盟及び連盟関係者は、通報者が相談または通報したことを理由として、通報者に対して 

除名解雇、取引停止、その他いかなる不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 県連盟及び連盟関係者は、通報者の職場及び練習環境が悪化しないように適切な措置をとらなく

てはならない。また、通報者に対して不利益な取扱いや嫌がらせを行った連盟関係者がいた場合は

規約、諸規程に従って処分することができる。 

 

(通報者への報告) 

第１９条  県連盟は、実名通報者に対して事実関係の調査及び是正結果について被通報者のプライバシーに 

配慮しつつ、遅滞なく報告しなければならない。 

 

(公 表) 

第２０条 県連盟は、法令等違反の内容についてホームページ等により公表する。 

 

第５章 処罰 

 

(懲戒処分) 

第２１条  県連盟は、法令等違反行為を行った連盟関係者に対して、次の処分を行うことができる。 

処分は併科することができる。 

(1)  理事、監事については、厳重注意、譴責、勧告、その他必要に応じた処分 

(2)  評議員、委員会委員については、厳重注意、譴責、勧告、その他必要に応じた処分 

(3)  県連盟加盟団体の役員、評議員については、所属する組織に事実内容の報告、その他 、必要に   

応じた処分マスターリーダ—、アクティブリーダ—、ソフトリーダー等資格保持者は、厳重 

注意 (4)期限付き資格停止、無期限の資格停止、登録抹消、その他 必要に応じた処分 

(4)  県連盟に登録した個人または団体については、厳重注意、譴責、競技会、 講習会•研修会への 

参加停止、期限付き資格停止、無期限の資格停止、登録 抹消、その他必要に応じた処分 

(5) 県連盟の主催する行事に従事する者については、所属する組織に事実内容の報告、契約解除、 

その他必要に応じた処分 

２ 前項の処分は、コンプライアンス委員会の決議を経て、理事会が決定する。 

 

(両罰規程) 

第２２条  県連盟は、県連盟に登録した個人が法令等違反行為を行った場合は、登録した 個人に対する処分 

に加え、個人が所属する団体、チームに対しても処分を科すことができる。 

 

 

 



 

 

 

(免責の制限) 

第２３条 県連盟関係者は、次に掲げることを理由として責任を逃れることはできない。 

(1) 法令等について正しい知識がなかったこと 

(2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと 

(3) 県連盟の利益を図る目的で行ったこと 

 

(弁明の機会の付与) 

第２４条 県連盟は、第 21条、第 22条の処分にあたっては、事前に当該県連盟関係者に対する弁明の機会を 

 設けなくてはならない。 

 

(処分にあたっての理由の提示) 

第２５条 県連盟は、第 21条、第 22条の処分にあたっては、当該処分と同時に、被処分者に対して処分の 

理由を示さなくてはならない。 

 

(不服申立手続) 

第２６条  第 21条、第 22条の処分を受けた県連盟関係者は、理事会に対して当該処分 につき不服を申し立 

てることができる。不服の申し立ては、被処分者が処分の通 知を受けた翌日から起算して 6 0日以 

内に書面をもって行わなければならない。 

２ 前項の不服申立てを受け、理事会は処分理由の有無及び手続きの適否について調査・決定し 

その結果を申立者に通知しなければならない。 

３ 前項の決定に対して、被処分者は再度の不服申立てはできない。 

(損害賠償) 

第２７条  県連盟は、法令等違反行為を行った連盟関係者が県連盟に損害を与えた場合は当該県連盟関係者 

に損害賠償を求めることができる。 

附則 

１ 本規程の改廃は、コンプライアンス委員会委員長が発議し、理事会の決議によって決定する。 

２ 本規程は、２０２７(令和９)年５月１日から施行する。 

３ 第３章組織体制については、２０２７ (令和９)年度から施行する。 

 


